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会員さんクローズアップ

T A L K

新型コロナウイルス感染症に関する
2次補正予算成立　各種支援施策のご案内

特集

太陽国体のモニュメント（鹿児島市与次郎2丁目）
[詳しくは、1ページのコラム「鹿児島県のスポーツ・武道にゆかりの地を辿る」をご覧ください]

　新型コロナウイルス支援対策
（資金繰り・助成金・給付金 等）
等、様々な情報をいち早くお届
けするため、メールアドレスの
登録をお願いしています。
　是非ともご登録ください。

メールアドレス
登録フォームは
　　　こちら▶

メールアドレス
登録のお願い
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　昭和47年、第27回国民体育大会が鹿児島県で開催され
た。南国で開催される大会を象徴した「太陽国体」の名称は
現在も受け継がれ、県内各地の競技場や体育施設などではそ
の名を刻んだモニュメントなどに触れることができる。
　太陽国体のメインとなる秋季大会は、10月22日からの六
日間、鹿児島県内21市町、57会場で展開された。他にも夏
季大会が9月17日から4日間、公開競技として屋久島で山岳
登山、鹿児島市で芸術祭も開催されている。全国の都道府県
から約1万7千余名の選手らが参加して競技を行い、鹿児島
県選手団は天皇杯と皇后杯の両方を獲得するという優秀な成
績を残している。優勝種目としてはホッケーの高校男子、体
操の高校団体女子、弓道の一般女子、剣道男子の高校と教員
などがある。
　その太陽国体開催に向けて、鹿児島県内各地で公共施設や
交通の整備が進み、特に開閉会式や陸上競技が行われる与次
郎ヶ浜一帯は大きく変貌した。そして誕生したのが、陸上競
技場横に設置された「太陽の讃歌」のモニュメントである。

モニュメントの完成は開催年の8月で、鹿児島県民はもちろ
ん、日本宝くじ協会、鹿児島港湾土地株式会社などからの寄
付や助成金によって建立されている。モニュメントの彫刻を
製作したのは本郷新氏。北海道の出身で、特に道内の野外施
設に数々の作品を残していて、函館の石川啄木像などが有名
である。
　モニュメントの基底に据えられたプレートには、建立の主
旨が刻まれている。それには「明るく　たくましく　うるわ
しい　県民性の創造をめざした太陽国体。第27回国民体育大
会の開催を記念して、南国の太陽のもと　明日の郷土をにな
う若人のはつらつとした躍動美を象徴したモニュメントをこ
こに建立する」とある。モニュメントは、まさにそれをみご
とに表現した躍動感あふれる作品として大空のもとにある。
　ぜひ競技場をおとずれた際には、このモニュメントもじっ
くりと観賞していただき、太陽国体という鹿児島らしい名称
の大会が行われたことを振り返っていただきたい。
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この会報の愛称『アイム』は、鹿児島商工会議所
ビルの愛称と同じです。自己紹介の言葉“I

,
m...”は、

出会いの始まりです。“I”には「インフォメーショ
ン」「インテリジェント」、“m”には「メトロポリス」
「ミート」の意が込められています。
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鹿児島県事業引継ぎ支援センター

各種税金の納税猶予に関する相談窓口

新型コロナウイル対策で活用できる納税措置6

◆太陽国体のモニュメント（鹿児島市与次郎2丁目）

期日 件　　名

かごしま検定　申し込み受付開始（～8/12迄）

ワンストップ専門相談会　13:30～16:00　於：13階
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※予定は変更になる場合があります。
※福祉住環境コーディネーター検定〔7月5日施工〕、リテールマーケティング（販売士）検定
　〔7月12日施工〕は、新型コロナ感染症拡大防止のため中止となりました。
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鹿児島商工会議所は
「新型コロナウイルス
  総合相談窓口」を設置しています
以下のような相談に対応しています。

1．資金繰り 2．助成金 3．給付金 4．その他
    経営相談

▶鹿児島商工会議所では、各種分野のご相談に対応しています。窓口またはお電話等にて
お気軽にお問合せください

　平 日(月～金)　8：30～17：30
新型コロナウイルス総合相談窓口
（鹿児島商工会議所 中小企業支援センター内）
鹿児島市東千石町1-38アイムビル13階

【お問合せ先】

TEL：099-225-9533
もしくは 099-225-9534

1. 〈事業継続〉家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症対策支援
　新型コロナウイルス感染症で深刻な打撃を受けた日本経済の立て直しを図るため、2020年度
第2次補正予算が6月12日に成立しました。その内容の一部を含めた最新情報をご紹介します。

　新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の

緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面
する事業者の事業継続を下支えするため、地代・

家賃の負担を軽減することを目的として、テナン

ト事業者に対して給付金を支給します。

新型コロナウイルス感染症に関する
各種支援施策のご案内
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■事業概要
　申請時の直近の支払家賃（月額）に基づき算出

される給付額（月額）の6倍（6ヶ月分）。

　給付率・給付上限額は下図の通り。

■給付額

　中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等
■対象者

　5月～12月において以下のいずれかに該当する
者に、給付金を支給。

①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50％以

上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30％以

上減少

※6月29日時点で申請受付開始日は未定です。

　7月中の開始予定となっております。

■申請要件

国 民間団体等 中小事業者等
委託等 給付

（上限100万円/月、
50万円/月）

〈法人の場合：1カ月あたり〉

給付率1/3

給付率2/3 支払家賃
（月額）

225万円75万円0

給付額
（月額）

（上限）
100万円

50万円

〈個人事業者の場合：1カ月あたり〉

給付率1/3

給付率2/3 支払家賃
（月額）

112.5万円37.5万円0

給付額
（月額）

（上限）
50万円

25万円



新型コロナウイルス感染症に関する
各種支援施策のご案内
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2.〈支援拡充〉助成金・支援金・給付金

　経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく

された事業主が、労働者に対して一時的に休業、

教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持

を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助

成します。

■緊急対応期間の延長　令和2年9月30日まで

■支給額　日額上限15,000円に引き上げ

■補助率　中小企業　解雇等を行わない場合10/10
　　　　　大企業　　解雇等を行わない場合 3/4

※令和2年4月1日から9月30日までを1日でも含む

賃金締切期間（判定基礎期間）が対象。

■手続きの簡素化
1.小規模事業主（概ね従業員20人以下）について

は、「実際に支払った休業手当額」から助成額

を算定。

2.休業等計画届の提出が不要。

■算定方法の簡略化
1.「源泉所得税」の納付書を用いて、１人当たり

の平均賃金額を算定。

2.「所定労働日数」の算定方法を簡略化

①雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金

　売上が大きく減少した事業者に対し、法人200

万円、個人事業者100万円を上限に、現金を給付。

　収入を「給与所得」や「雑所得」として計上し
ている一部のフリーランスも給付対象（業務委託

契約書や支払調書等が必要）。

■給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーラン

スを含む個人事業者、その他各種法人等で、新型

コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同

月比で50％以上減少している者。

■対象月　　令和2年1月から12月

■申請期間　令和3年1月15日まで

■支給額（対象労働者1人あたり）

法人は200万円、個人事業者は100万円

※昨年１年間の売上からの減少分が上限

③持続化給付金

　小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校

等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所

得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用

を問わず、有給の休暇（年次有給休暇を除く）を

取得させた企業に対する助成金です。

　また、委託を受けて個人で仕事をする方が、契
約した仕事ができなくなった場合にも支援をしま
す。

■適用日　　令和２年２月27日から９月30日の

　　　　　　間に取得した休暇

■申請期間　令和２年12月28日まで

■支給額
1.労働者に休暇を取得させた事業者の場合
　休暇中に支払った賃金相当額　×　10/10　

　令和２年４月１日以降に取得した休暇の１日あ

たり上限額を8,330円から15,000円に引き上げ。

2.委託を受けて個人で仕事をする方
　就業できなかった日について、令和２年４月１

日以降に取得した休暇の１日あたりを4,100円

（定額）から7,500円（定額）に引き上げ。

④休校対応助成金

　会社が休業となったにも関わらず、休業手当を

支給してもらえない従業員を対象にした給付金制

度です。

■対象者
　中小企業の従業員、雇用保険に加入していない

アルバイトなどの非正規従業員

※雇用調整助成金を受け取っていない方に限る

■給付額　上限額：月33万円

■給付率　月額賃金の8割まで(最大6ヶ月)

■対象期間　令和2年4月1日から9月30日まで

②新型コロナ対応休業支援金（新たに創設）

<2次補正予算の内容>
①雇用調整助成金　日額上限　8,330円→15,000円
　　　　　　　　　解雇ゼロの中小企業に10割助成
②新型コロナ対応休業支援金　新たに創設

③持続化給付金　給与所得・雑所得も対象
④休校対応助成金
　日額上限　8,330円→15,000円（事業者）
　日額4,100円→7,500円（フリーの方）

※6月29日時点で申請受付開始日は未定です。

　7月中の開始予定となっております。



3.経営セーフティ共済（倒産防止共済）の特例措置について
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　独立行政法人中小企業基盤整備機構は、5月13日に新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフ
ティ共済の特例措置をホームページで公表しました。ここでは、その概要をご案内します。
（※2次補正予算の内容ではありません。）

「共済金」は、取引先が倒産して売掛債権の回収が困難になった場合、被害額と掛金総額の10倍相当額のい

ずれか少ない額を借り入れできる制度ですが、この共済金の返済期日を6か月繰り下げることができます。

（１）返済中の方

返済期日を繰下げ、共済金の返済を6か月間停止することができます。

停止期間終了後からは、通常通りの返済が開始されます。

（２）これから返済が始まる方、新たに借り入れる方

返済開始を6か月間遅らせることができます。

新たに借り入れる場合、6か月の据え置きと6か月の返済期日の繰下げで、返済開始は借り入れから

１年後となります。

※いずれにおいても返済停止期間中の延滞利息は発生しません。

※受付期限は前月20日です（機構必着）。期限後は翌月の受付となります。

1．共済金の返済期日の繰下げ　

「一時貸付金」とは、取引先が倒産していなくても、解約手当金の95％を上限として借り入れできる制度

で、この返済日について6か月間猶予を受けることができます。なお、6か月の返済猶予期間中は、延滞利

息は発生せず、期間中でも返済・借換が可能です。

2．一時貸付金の返済猶予

令和2年11月分までの掛金の納付期限を延長することができます。ただし、延長期間が終了した翌月から、

掛金を延長分と当該月の2か月分ずつ納める必要があります。※受付期限は毎月5日です（機構必着）。

3．掛金の納付期限の延長等　

【お問合せ】鹿児島商工会議所 企業支援課　TEL：099-255-9522　
　　　　　　共済相談室（コールセンター） TEL：050-5541-7171　
【制度詳細】中小機構ＨＰをご参照ください。
　　　　　　 新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置  を検索
　　　　　　ＵＲＬ：https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_t.html
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話
で
も
来
所

で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申
請
書
類
は

郵
送
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

　
鹿
児
島
県
の
雇
用
状
況
は
？

　
こ
こ
数
年
、
鹿
児
島
県
の
有
効
求
人
倍

率
は
１
・
35
倍
前
後
で
推
移
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
今
年
に
入
っ
て
雇
用
状
況

は
急
激
に
悪
化
し
て
い
ま
す
。
４
月
は

１
・
15
倍
で
し
た
。
今
後
も
状
況
は
か
な

り
厳
し
い
と
予
測
さ
れ
ま
す
。

　
鹿
児
島
県
は
、
観
光
産
業
と
農
畜
産
業

が
経
済
の
柱
で
す
。
ど
ち
ら
も
新
型
コ
ロ

ナ
の
影
響
で
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て

い
ま
す
。
宿
泊
・
飲
食
サ
ー
ビ
ス
や
食
品

製
造
業
で
と
く
に
数
字
の
落
ち
込
み
が
大

き
い
で
す
ね
。
解
雇
や
雇
い
止
め
の
例
も

あ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
関
連
し
た
経
営
破

た
ん
も
出
て
い
ま
す
。

　
今
後
の
見
通
し
は
い
か
が
で
す
か
？

　
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
た
あ
と
も
、

飲
食
店
で
席
の
間
隔
を
と
っ
て
営
業
す
る

な
ど
、
コ
ロ
ナ
以
前
と
は
異
な
る
光
景
が

あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

観
光
業
で
も
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
見
込
ん
で

対
応
し
て
き
ま
し
た
が
、
外
国
人
観
光
客

が
戻
っ
て
く
る
の
は
い
つ
に
な
る
か
わ
か

り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
中
で
、
事
業
内
容
や

働
き
方
を
変
え
て
い
く
必
要
も
出
て
く
る

で
し
ょ
う
。
私
た
ち
も
状
況
を
見
極
め
、

適
切
な
支
援
を
し
て
い
き
ま
す
。

　
し
ば
ら
く
は
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
を
優
先

さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
﹁
働
き
方

改
革
﹂
に
関
し
て
も
課
題
は
い
っ
ぱ
い
あ

り
ま
す
。
柔
軟
な
就
労
形
態
に
対
応
し
、

ひ
と
り
ひ
と
り
が
生
き
活
き
と
働
く
こ
と

の
で
き
る
社
会
へ
。
鹿
児
島
の
労
働
環
境

の
整
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
鹿
児
島
県
が
抱
え
る
問
題
と
し

て
、
若
年
層
の
県
外
へ
の
流
出
が
あ
り
ま

す
。
高
校
卒
業
生
の
就
職
で
は
、
じ
つ
に

約
半
数
が
県
外
へ
出
て
し
ま
い
ま
す
。
鹿

児
島
の
未
来
の
た
め
に
、
こ
れ
は
良
い
状

況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
課
題
に
も

し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
で
す
。

　
鹿
児
島
商
工
会
議
所
お
よ
び
会
員
の
皆

様
の
ご
協
力
の
も
と
で
、
私
た
ち
は
働
く

皆
様
を
精
一
杯
支
え
て
い
き
ま
す
。
い
ま

目
の
前
に
あ
る
危
機
を
一
緒
に
乗
り
越
え

ま
し
ょ
う
！
　
そ
し
て
、
元
気
な
鹿
児
島

を
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
！

こばやし ごう さん（57歳）
東京都生まれ
1986年4月　労働省に入省
1995年4月　山形労働基準局監督課 課長
1997年4月　職業安定局外国人雇用対策課 課長補佐
1998年4月　北海道経済部産業振興課 課長
2000年4月　大臣官房政策調査部総合政策課 課長補佐
2001年4月　内閣府情報公開審査会事務局 調査官
2003年8月　厚生労働省保険局総務課システム高度化推進室 室長
2005年8月　厚生労働大臣官房企画官
2007年8月　中央労働災害防止協会
2011年4月　厚生労働省中央労働委員会事務局 課長
2016年8月　厚生労働省労働基準局 労働法規研究官
2018年4月　鹿児島労働局 局長

5 アイム 2020.7

TALK
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新型コロナウイルス感染症
対策で活用できる税制措置

（第1回）法人税・消費税・固定資産税・社会保険料などの納付が猶予されます

新型コロナウイルス感染症対策で
活用できる税制措置

　新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、世界経済は戦後最大の危機に直面。日本経済も感染症拡大
の影響により国難とも言うべき厳しい状況が続いております。
　こうした状況から政府は、財政・金融・税制といったあらゆる政策手段を総動員した「新型コロナウイルス感
染症緊急経済対策」を打ち出しました。
　本特集では、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における「税制措置」（注）の重要なポイントを3回
にわたり、城所先生よりご紹介して頂きます。
　第１回目は「納税猶予の特例」措置について取り上げます。
（注）「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」など

「納税猶予の特例」の概要

対象者に関する要件

　「納税猶予の特例」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で「事業等に係る収入」に相当の減少があった事業者に対して、
無担保かつ延滞税なしで１年間、納税の猶予が認められる特例制度です。
　この特例は、法人税や消費税、固定資産税など、基本的に全ての税目の納税が猶予。また、社会保険料の納付も同様に猶予さ
れます。
　ただし、印紙で納付する印紙税のほか、外国貨物を保税地域から引き取る場合の消費税や、出国する際に直接納付する方式
の国際観光旅客税などについては対象となりません。
　法人税や消費税などの国税を例にとって「納税猶予の特例」を解説します。

11ポイント

22ポイント

先生、本特例の対象者に
ついて教えてください。
①法人だけでなく個人
も本特例の対象にな
りますか？
②法人について、事業規模などの
制限はありますか？ 
③青色申告ではなく白色申告の場
合でも、本特例の対象になりま
すか？

【①の回答】
　「事業等に係る収入（事業所得、給与所得、不動産所得など）」があ
り、かつ、収入減少等の要件を満たしている個人が対象となります。
例えば、事業・不動産賃貸業を営む個人だけでなく、フリーランス
（事業所得者）やパートやアルバイト（給与所得者）も収入減少等の要件を満
たせば本特例の対象となります。
【②の回答】
　資本金や従業員数などの会社の規模に関係なく、収入減少要件を満たせ
ば本特例の対象となります。
【③の回答】
　白色申告の場合でも、収入減少要件を満たせば本特例の対象となります。

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災
害により、納税者がその財産につき相当な損失を
受けた場合

一定期間（原則１年）において、大幅な赤字が発生
して、一時の納税ができないと認められる場合

担保の提供が可能な場合は担保の提供が必要と
なります。

延滞税は通常年8.9 ％ですが、猶予期間中は年
1.6％に軽減されます。
（注）同感染症の影響により財産に損失が生じた
場合（消毒作業での在庫の毀損等）は、免除される
場合もあります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置
に起因して、相当な収入の減少があったした場合

本年2月1日以降の任意の期間（１カ月以上）にお
いて、収入が相当（前年同期比概ね20％以上）減
少し、一時の納税が困難と認められる場合

担保は不要です。

延滞税は免除されます。

従来の制度（国税通則法第46条） 納税猶予の特例（緊急経済対策）項　目

猶予の対象
となる要件

事　由

担　保

延滞税

■従来の制度と納税猶予特例との比較

城所 弘明（きどころ・ひろあき）
公認会計士・税理士・行政書士
日本商工会議所「税制専門委員会」学識委員

キド先生
A子さん
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新型コロナウイルス感染症
対策で活用できる税制措置

収入減少に関する要件

55ポイント

44ポイント

33ポイント

「納税猶予の特例」の概要
①申請手続き
　納付期限（申告納付期限が延長された場合は延長後の期限）までに申請が必要です。
　申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出する必要があります。
詳しくは以下の相談窓口にご相談ください。
②納税猶予に関する相談窓口
　納税猶予に関する相談窓口は、税の種類や社会保険料などにより異なります。
●法人税や源泉所得税、申告所得税、消費税などの国（税務署）へ納付する税金の猶予相談
　⇒「国税局猶予相談センター」にお電話ください。
　（注）国税局猶予相談センターの電話番号は国税庁ホームページをご覧ください。
●市県民税や固定資産税及び自動車税等の地方税の猶予相談
　⇒都道府県や市区町村の担当窓口へご相談ください。
●社会保険料についての猶予相談
　⇒日本年金機構へご相談ください。
(注)具体的な詳細は政省令でご確認ください。

先生、本特例の収入
減少の要件につい
て教えてください。
①どの程度の収入減少が要
件となるのですか？
②利益が黒字であっても、
収入減少要件を満たせ
ば本特例を利用できま
すか？
③前年の月別収入が不明の
場合には、どのように判
断すればよいですか？
④収入が20％減少してい
ない場合にも、納税猶予
は利用できますか？

【①の回答】
　同感染症の影響により、本年2月以降の任意の期間（１カ月以上）において、事業
等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していることが要件となります。
【②の回答】
　利益が黒字であっても収入減少等の要件を満たせば本特例を利用できます。ただ
し、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、一時に納税すること
が困難と認められる場合に限ります。
【③の回答】
　前年の月別収入が不明の場合には、次のような方法により収入減少割合を判断す
ることもできます。
・年間収入を按分した額（平均収入）と比較
・事業開始後１年を経過していない場合、本年１月までの任意の期間と比較
【④の回答】
　特例の要件を満たさない場合でも、従来の納税猶予制度を利用できる場合があり
ます。詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。（ただしこの場合、原則として年
1.6％の延滞税がかかります。）

「納税猶予の特例」を希望する企業の相談事例
【質問内容】
　私は旅館業（4月決算）の経理課長です。当社は前期の
2018年11月から19年3月まで大規模な耐震補強工事とリ
ニューアルに伴い事業を休業していたため、19年4月決算で
は法人所得は多額の欠損金が発生し、消費税は還付となりました。
そして当期（本年4月決算）においては、工事に伴う借入金の返済
に加え、同感染症による休館で資金繰りが切迫しています。特
に、消費税については前期還付申告のため中間納税を行ってお
らず、10月以降課税仕入が概ね軽減税率の8％で課税売上が標
準税率の10％ですので、当決算における消費税の納税見込額は
約6,000万円を想定しています。そこで、質問です。
①当社は資本金8,000万円・従業員数約180名であり、中小企
業基本法における「中小企業者等」に該当しませんが、納税猶
予の特例は受けられますか？
②収入減少割合について、本年4月はほとんど休館していたため
前年同期比80％減でしたが、本年2月と3月は前年が休業期
間であったため前年同期比を算出することができません。本
年4月の売上だけで判断してもよろしいでしょうか？
③来期（21年4月決算）の期中における消費税の予定納税の支払
も苦慮していますが、この予定納税についても納税猶予の特
例を利用できるのでしょうか？

【①の回答】
　納税猶予の特例の要件を満たせば、
会社の規模に関係なく利用できます。
【②の回答】
　本年2月以降の任意の期間（１カ月以上）に
おいて、収入減少割合が前年同期に比べて概
ね20％以上減少していることが要件ですの
で、4月だけで判断しても問題ないと思いま
す。ただし、少なくとも向こう半年間の事業
資金を考慮する等の理由により「一時に納税
することが困難と認められる場合」に適用さ
れますので、資金繰り予定表などの資料を用
意しておく必要があります。
【③の回答】
　本年2月１日から21年１月31日までに納
付期限が到来する所得税・法人税・消費税な
どが対象となっています。特に、確定申告分
とは記載がありませんので、予定納税額につ
いても猶予特例の対象になると思われます
が、詳しくは国税局猶予相談センターにご相
談ください。

鹿児島に事業所がある方の
各種お問い合わせ先は次ページをご参照下さい。

キド先生
経理課長

キド先生

A子さん



8アイム 2020.7

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内の納税が
困難な場合の各種税金の納税の猶予に関する相談窓口

納税の猶予に関する相談窓口は、税の種類や社会保険料などにより異なります。
ここでは、鹿児島に事業所がある方の問い合わせ先を税科目・保険料科目ごとにまとめました。
納税の猶予に関するご相談は、下表を参考にお問い合わせ下さい。

※国税はほとんど全ての税目が猶予の対象となりますが、印紙で納付する印紙税のほか、外国貨
物を保税地域から引き取る場合の消費税や出国する際に直接税関長に納付する方式の国際観光
旅客税については対象となりません。

税科目・保険料科目

申告所得税及復興特別所得税

源泉所得税及復興特別所得税

相続税

贈与税

法人税

消費税及地方消費税

酒税

市民税

県民税

固定資産税

都市計画税

特別土地保有税

軽自動車税

事業所税

法人県民税

法人事業税

個人事業税

自動車税種別割

不動産取得税

間税

厚生年金保険料

健康保険料

国民年金保険料

労働保険料

国民健康保険税

お問い合わせ先

国税猶予相談センター（熊本国税局）
フリーダイヤル：0120-948-540

【受付時間】8：00～17：00（土日祝を除く）

鹿児島市役所　納税課　TEL：099-216-1191～ 1194
※鹿児島市の場合。お近くの支所へお問い合わせも可能です。
鹿児島市以外の事業所の方は各自治体へお問い合わせ下さい。

鹿児島地域振興局　納税課　TEL：099-805-7242
※鹿児島市の場合。

鹿児島市以外の事業所の方はお近くの地域振興局へお問い合わせ下さい。

厚生年金保険料納付猶予相談窓口
コールセンター　TEL：0570-666-228

※もしくは、お近くの年金事務所へお問い合わせ下さい。

鹿児島労働局　労働保険徴収室　TEL：099-223-8276

鹿児島市役所　国民健康保険課　TEL：099-216-1230
※鹿児島市の場合。

鹿児島市以外の方は各自治体へお問い合わせ下さい。

ねんきん加入者ダイヤル　TEL：0570-003-004
※もしくは、お近くの年金事務所へお問い合わせ下さい。
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店
は
お
付
き
合
い
の
長
い
お
客
様
が

多
く
、親
子
２
代
で
、さ
ら
に
は
孫
ま
で
３

代
で
、
と
い
う
お
客
様
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。﹁
誠
実
に
﹂
を
モ
ッ
ト
ー
に
よ
く
話

を
聞
い
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
に
あ
っ
た
提

案
を
し
て
い
く
。
満
足
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
力
を
尽
く
し
ま
す
。

　
メ
イ
ク
講
座
や
メ
イ
ク
レ
ッ
ス
ン
の
ご

依
頼
も
多
く
い
た
だ
き
ま
す
。
大
学
や
企

業
で
の
メ
イ
ク
講
座
や
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
メ

イ
ク
レ
ッ
ス
ン
も
し
て
い
ま
す
。
お
客
様

の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

出
来
る
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

　
商
工
会
議
所
に
は
起
業
直
後
に
入
会
し

ま
し
た
。
経
営
者
と
し
て
の
階
段
を
登
っ

て
い
く
中
で
、
た
く
さ
ん
力
に
な
っ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
創
業
当
初
に
創
業
塾

も
受
講
し
ま
し
た
。
受
講
生
ど
う
し
の
交

流
も
あ
り
、
人
脈
の
広
が
り
が
事
業
発
展

に
繋
が
っ
た
と
も
感
じ
ま
す
。

　
セ
ミ
ナ
ー
は
積
極
的
に
受
け
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
経
営
に
役
立
つ

情
報
が
た
っ
ぷ
り
あ
り
ま
す
。ま
た
、エ
キ

ス
パ
ー
ト
バ
ン
ク
も
よ
く
利
用
し
ま
す
。

ス
タ
ッ
フ
の
マ
ナ
ー
講
座
を
開
い
た
り
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
集
客
の
専
門
家
に
話
を

聞
い
た
り
も
し
ま
し
た
。

　
商
工
会
議
所
の
支
援
を
受
け
て
、
マ
ル

経
融
資
を
使
っ
て
新
し
い
設
備
を
導
入
し

た
り
、
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
で

看
板
を
新
し
く
し
た
り
し
ま
し
た
。

　
も
の
づ
く
り
補
助
金
に
も
挑
戦
し
ま
し

た
。
こ
ち
ら
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

す
が
、と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。申
請

の
際
に
は
詳
細
な
資
料
を
準
備
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
行
っ
た
市

場
調
査
は
、
今
後
の
経
営
に
も
活
か
せ
る

と
思
い
ま
す
。

　
美
容
業
界
は
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で

変
わ
っ
て
い
き
、
新
し
い
商
品
や
技
術
が

ど
ん
ど
ん
出
て
き
ま
す
。
そ
の
中
で
お
客

様
が
求
め
て
い
る
も
の
を
、
見
極
め
て
導

入
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
情
報
を
敏

感
に
キ
ャ
ッ
チ
し
、
新
し
い
知
識
と
技
術

を
自
分
の
も
の
に
し
、
喜
ん
で
も
ら
え
る

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
き
た
い
。

　
私
は
新
し
い
も
の
が
好
き
な
の
で
﹁
い

い
！
﹂
と
判
断
し
た
ら
積
極
的
に
取
り
入

れ
る
ほ
う
で
す
。
お
客
様
の
ニ
ー
ズ
に
合

わ
せ
て
、
新
し
い
メ
ニ
ュ
ー
も
提
案
し
て

い
き
ま
す
。
生
活
様
式
の
変
化
に
対
応
し

て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
ビ
ュ
ー
テ
ィ
講
座

や
メ
イ
ク
レ
ッ
ス
ン
等
の
配
信
も
検
討
し

て
い
ま
す
。も
っ
と
身
近
に
、い
つ
で
も
ど

こ
で
も
手
軽
に
美
容
を
学
べ
る
。
女
性
で

も
男
性
で
も
、
印
象
が
ア
ッ
プ
す
る
お
手

伝
い
を
出
来
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
美
容
は
生
き
る
う
え
で
絶
対
に
必
要
な

も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
も
、

人
生
を
豊
か
に
、
彩
り
の
あ
る
も
の
に
し

て
く
れ
ま
す
。
お
客
様
の
毎
日
が
と
き
め

く
も
の
に
な
る
よ
う
に
、
私
も
進
化
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

創　　業
2000年
法人設立
（株式会社Advance）2018年
所 在 地
鹿児島市下荒田3-6-5
T E L
099-297-6368
営業時間
9:00～19:30
 (土日祝が18:00まで)
定休日
不定（月4回程度）
H　 P
http://karen-n.jp/ほっと落ち着ける明るい雰囲気の店内。

豊富なメニューでスキンケア施術を提供する

会員さん情報【ビューティサロン かれん／株式会社Advance】

会員さん

クローズアップ
荒田八幡近くにそのお店はある。そこには「キレイになりたい」
という思いに正面から向き合う美容の専門家がいます。前村さんは
その道の探究者であり、素敵な経営者でもありました。 まえむら

前村さおり さん（49）代表

ビューティサロン かれん
株式会社Advance

お
客
様
と
は
長
い
お
付
き
合
い

そ
の
思
い
に
誠
実
に
向
き
合
う

事
業
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
へ

商
工
会
議
所
が
大
き
な
力
に

新
し
い
こ
と
を
積
極
的
に

い
つ
も
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
で
い
た
い

9 アイム 2020.7
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経営相談ガイド

○
申
請
書
提
出
先

　
九
州
経
済
産
業
局 

産
業
部 

経
営
支
援
課

　
事
業
継
続
力
強
化
計
画
担
当

　
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
２-

11-

１

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
２︵
４
８
２
︶５
５
９
２

○
申
請
書
提
出
先

　
九
州
経
済
産
業
局 

産
業
部 

経
営
支
援
課

　
事
業
継
続
力
強
化
計
画
担
当

　
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
２-

11-

１

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
２︵
４
８
２
︶５
５
９
２

経
営
相
談
ガ
イ
ド

　
人
材
育
成
、
コ
ス
ト
管
理
等
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
向
上
や
設
備
投
資
な
ど
、
自
社

の
経
営
力
を
向
上
す
る
た
め
に
実
施
す
る
計
画
で
、
認
定
さ
れ
た
事
業
者
は
、
税
制

や
金
融
の
支
援
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
計
画
申
請
に
お
い
て
は
、
鹿
児
島
商
工
会
議
所
等
の
経
営
革
新
等
支
援
機

関
が
サ
ポ
ー
ト
致
し
ま
す
。

■
計
画
に
記
載
す
る
項
目

①
企
業
の
概
要

②
現
状
認
識

③
経
営
力
向
上
の
目
標
及
び
経
営
力

向
上
に
よ
る
経
営
の
向
上
の
程
度

を
示
す
指
標

④
経
営
力
向
上
の
内
容

⑤
事
業
承
継
等
の
時
期
及
び
内
容

︵
事
業
承
継
等
を
行
う
場
合
︶

　
申
請
は
３
枚
程
度
の
簡
単
な
計
画
等

の
策
定
が
必
要
で
す
。

■
支
援
措
置

　
○
税
制
支
援

認
定
計
画
に
基
づ
き
取
得
し
た
一

定
の
設
備
の
即
時
償
却
又
は
取
得

価
格
の
10
％
の
税
額
控
除
や
、
他
者

か
ら
事
業
を
承
継
す
る
た
め
に
取

得
し
た
土
地
・
建
物
の
不
動
産
取

得
税
等
の
軽
減
措
置
を
受
け
ら
れ
る
。

○
金
融
支
援

日
本
政
策
金
融
公
庫
の
低
利
融
資
、

信
用
保
証
協
会
に
よ
る
追
加
保
証

や
保
証
枠
の
拡
大
。

○
法
的
支
援

許
認
可
承
継
の
特
例
、
組
合
発
起
人

数
の
特
例
、
事
業
譲
渡
の
際
の
免
責

的
債
務
引
受
け
の
特
例
措
置
。

○
補
助
金
の
優
先
採
択

　
　
一
部
の
補
助
金
で
審
査
時
の
加
点
。

　
　

（例） 
も
の
づ
く
り
補
助
金

　
近
年
、
大
規
模
な
自
然
災
害
が
全
国
各
地
で
頻
発
し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
自
然

災
害
は
、
個
々
の
事
業
者
の
経
営
だ
け
で
な
く
、
我
が
国
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全

体
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
災
害
が
万
が
一
起
こ
っ
た
と
き
に
従
業
員
の
安
全
確
保
、
事
業
の
早
期
復
旧
に
努

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。更
に
は
そ
の
事
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
事
業
継
続

力
強
化
計
画
を
作
成
し
ま
し
ょ
う
。

■
事
業
継
続
力
強
化
計
画
と
は
？

　
中
小
企
業
が
策
定
し
た
防
災
・
減
災

の
事
前
対
策
に
関
す
る
計
画
を
経
済
産

業
大
臣
が
認
定
す
る
制
度
で
す
。

　
認
定
を
受
け
た
中
小
企
業
は
、
税
制
優

遇
や
金
融
支
援
、
補
助
金
の
加
点
な
ど
の

支
援
策
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
計
画
に
記
載
す
る
項
目

○
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
等
を
活
用
し
た

自
然
災
害
リ
ス
ク
の
確
認
方
法

○
安
否
確
認
や
避
難
の
実
施
方
法
な

ど
、発
災
時
の
初
動
対
応
の
手
順

○
人
員
確
保
、
建
物
・
設
備
の
保
護
、

資
金
繰
り
対
策
、
情
報
保
護
に
向
け

た
具
体
的
な
事
前
対
策

○
訓
練
の
実
施
や
計
画
の
見
直
し
な

ど
、
事
業
継
続
力
強
化
の
実
行
性
を

確
保
す
る
た
め
の
取
組

■
支
援
措
置

　
○
税
制
支
援

　
認
定
計
画
に
従
っ
て
取
得
し
た
一
定

の
設
備
等
に
つ
い
て
、
取
得
価
額
の

20
％
の
特
別
償
却
を
受
け
ら
れ
る
。

　
○
金
融
支
援

　
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
低
利
融
資
、

信
用
保
証
協
会
に
よ
る
追
加
保
証

や
保
証
枠
の
拡
大
。

　
○
補
助
金
の
優
先
採
択

　
一
部
の
補
助
金
で
審
査
時
の
加
点
。

　
（例） 

も
の
づ
く
り
補
助
金

｢

事
業
継
続
力
強
化
計
画｣

の
作
成
で
防
災
・
減
災

　
〜
中
小
企
業
の
自
然
災
害
に
対
す
る
事
前
対
策
〜

｢

経
営
力
向
上
計
画｣

の
作
成
で
税
制
優
遇

　
〜
人
材
育
成
・
設
備
投
資
な
ど
に
よ
る
生
産
性
向
上
〜
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経営相談ガイド

○
申
請
書
提
出
先

　
鹿
児
島
県 

商
工
労
働
水
産
部

　
中
小
企
業
支
援
課

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
９
９︵
２
８
６
︶２
９
４
４

　
経
営
革
新
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
で
、
自
社
の
経
営
状
況
や
数
値
目
標
な
ど
が

明
確
と
な
り
、
社
員
一
丸
と
な
っ
て
業
績
ア
ッ
プ
や
経
営
力
の
向
上
を
目
指
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
鹿
児
島
県
内
で
は
、
平
成
11
年
の
施
策
開
始
以
来
こ
れ
ま
で
に
合
計
7
7
2
社

が
経
営
革
新
計
画
の
承
認
を
受
け
、新
た
な
事
業
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
当
商
工
会
議
所
は
、
経
営
革
新
計
画
を
作
成
し
、
県
の
承
認
を
目
指
す
企
業
の
皆

さ
ま
を
支
援
し
ま
す
。ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

開
発
や
生
産
、
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
や

提
供
な
ど
新
た
な
取
り
組
み
に
よ
り
経

営
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

■
支
援
措
置

①
経
営
革
新
補
助
金
の
申
請

②
政
府
系
金
融
機
関
の
低
利
融
資
制
度

③
信
用
保
証
の
特
例

④
高
度
化
融
資
制
度

⑤
中
小
企
業
投
資
育
成
制
度
の
特
例

⑥
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
か
ら
の
投
資

⑦
特
許
料
の
減
免
措
置

⑧
販
路
開
拓
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事
業

⑨
新
事
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
の
活
用

⑩
海
外
展
開
に
伴
う
資
金
調
達
支
援

■
メ
リ
ッ
ト

　
経
営
革
新
計
画
が
承
認
さ
れ
る
と
、

承
認
企
業
と
し
て
取
引
先
や
金
融
機
関

か
ら
の
信
用
が
向
上
し
、
販
路
開
拓
に

も
役
立
ち
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
経
営
革
新
計
画
を
作
成
す

る
こ
と
で
、
自
社
が
目
標
と
す
る
姿
が

明
確
に
な
る
ほ
か
、
計
画
を
立
て
て
実

行
し
、
そ
の
評
価
に
基
づ
き
改
善
を
行

う
﹁
事
業
運
営
サ
イ
ク
ル
﹂︵
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
︶

に
よ
り
、
円
滑
な
業
務
管
理
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
新
た
な
設
備
投
資
の
導
入
に

際
し
、
支
援
措
置（
税
制
支
援
・
金
融
支
援
・
補
助
金
の
優
先
採
択
）を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。　

　
当
商
工
会
議
所
は
、
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
認
定
を
目
指
す
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
の
計
画
書
作
成
を
支
援
し
ま
す
。

　
設
備
投
資
を
お
考
え
の
方
は
、ま
ず
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
先
端
設
備
等
導
入
計
画
と
は
？

　
中
小
企
業
者
が
、①
計
画
期
間
内
に
、

②
労
働
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、　

③
先
端
設
備
等
を
導
入
す
る
計
画
を
策

定
し
、
所
在
す
る
市
区
町
村
の
﹁
導
入
促

進
基
本
計
画
﹂
等
に
合
致
す
る
場
合
に
認

定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
3
つ
の
支
援
措
置

　
〇
税
制
支
援

　
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
を
３
年

間
ゼ
ロ
に
軽
減
︵
※
鹿
児
島
市
の
場

合
︶。

　
〇
金
融
支
援

　
信
用
保
証
協
会
に
よ
る
追
加
保
証

や
保
証
枠
の
拡
大
。

　
〇
補
助
金
の
優
先
採
択

　
一
部
の
補
助
金
で
審
査
時
の
加
点
。

　
（例） 
も
の
づ
く
り
補
助
金

「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
」の
作
成
を
支
援
し
ま
す

　
〜
新
た
な
設
備
投
資
を
後
押
し
す
る
3
つ
の
支
援
措
置
〜

｢

経
営
革
新
計
画｣

の
作
成
を
支
援
し
ま
す

　
〜
経
営
革
新
計
画
を
作
成
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
経
営
力
の
向
上
を
目
指
し
ま
せ
ん
か
〜

※市町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合があります。

●先端設備等導入計画の主な要件（鹿児島市の場合）

3年間、4年間又は5年間計画期間

主な要件 内　　　容

労働
生産性

先端設備
等の種類

計画内容

計画期間において、基準年度＊比で労働生産性が年平均3％以上向上すること

○導入促進指針及び導入促進基本計画※に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○設定経営革新等支援機関（商工会議所、商工会等）において事前確認を行った
　計画であること

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
　機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

（営業利益＋人件費＋減価償却費）
労働投入量（労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間）

○算定式
＊直近の事業年度末
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経営相談ガイド

鹿児島市支援金 事業継続支援金 対象要件が拡充されました。

新型コロナウイルス感染症により売上が減少し、

事業継続が困難になっている中小企業に支援金
（上限30万円）を給付します。

【申請要件】
①2020年2月29日以前から鹿児島市内で事業を営

み、今後も、事業を継続する意思があること。

②新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売

上が減少していること。

③3月、4月、5月のいずれかの1ヵ月の売上高が前

年同月に比して20％以上・50％未満減少してい

ること。

※3月、4月、5月のひと月でも売上減少率が50％以

上の方は申請できません。

【支援金額】
　2020年3月から5月までのうち、前年同月比で

20％以上50％未満減少している1か月の売上減少

額が最大となる月の減少額の3か月分の額。

　上限30万円。

【申請受付期間】
　2020年8月31日（月）まで。消印有効。

【対象業種】
　全業種(第1次、第2次、第3次産業）。

※ただし、政治団体、宗教上の組織もしくは団

体、公共法人（法人税法別表第一）、任意団体

（事業収入を得ており、確定申告を行っている団

体は除く。）は除きます

6月19日(金)に対象要件の拡充が発表されました。

①対象業種が全業種に拡大。

②事業開始日が2020年2月29日以前に要件緩和。

③受付期間が2020年8月31日(月)まで延長。

【お問い合わせ】
　事業継続支援金専用ダイヤル TEL：099-803-8670
　鹿児島商工会議所
　　TEL：099-225-9533  / 099-225-9534
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鹿児島県事業引継ぎ支援センター

当センターは公的機関であり、秘密は厳守・相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

後継者不在の事業承継のことなら
当センターへご相談ください！

鹿児島県
事業引継ぎ支援センター

事業承継　鹿児島県事業引継ぎ支援センター（鹿児島商工会議所内）
　　　　　TEL 099-225-9534　FAX 099-227-1977
　　　　　〒892‐8588　鹿児島市東千石町1‐38アイム13階（鹿児島商工会議所内）
　　　　　https://shoukei.kagoshima.jp/  E-mail:k-hikitsugi@chic.ocn.ne.jp
　　　　

鹿児島県事業引継ぎ支援センターは、「産業競争力強化法」に基づき
九州経済産業局から鹿児島商工会議所が委託を受けて実施している事業です。

こんな悩みをお一人で抱えていらっしゃいませんか？ 

自社を他の企業に譲りたいが
どのように進めていけばよいか？

他の企業を譲り受けたいが、
どのように進めていけばよいか？

後継者がいない。
今後、会社は存続していけるだろうか？

中小企業や小規模事業者の
皆様のご相談を、実務に精通した

専門家が無料で相談を
お受けいたします。

個人事業主でも
相談してもらえるのか？

ご相談日　月曜日～金曜日　AM9:00～PM5:00（年末年始・祝日を除く）
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国の3つの補助金に特別枠・
事業再開枠が新設

　生産性革命推進事業における、「ものづくり・商業・サービス補助」「持続化補助」「IT導入補助」の国
の3つの補助事業については、「通常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため
に前向きな投資を行う事業者を対象に「特別枠」が設けられました。さらに、緊急事態宣言の解除等
を踏まえ、中小企業の事業再開を強力に後押しするため、「事業再開支援パッケージ」として業種別
ガイドライン等に基づいて行う取組への支援が拡充されています。
　今回は新たに加えられた事業再開枠を含めた補助金の概要についてご案内します。

①ものづくり・商業・サービス補助
■新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
　【通常枠】補助上限：1,000万円補助率：中小1/2、小規模2/3
　【特別枠】補助上限：1,000万円補助率：A類型2/3、B・C類型3/4（※1）
　【事業再開枠（特別枠の上乗せ）】補助上限：50万円定額（10/10）（※1）

②小規模事業者持続化補助
■小規模事業者（※2）が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援
　【通常枠】補助上限：50万円補助率：2/3
　【特別枠】補助上限：100万円補助率：A類型2/3、B・C類型3/4（※1）
　【事業再開枠（通常枠・特別枠の上乗せ）】補助上限：50万円定額（10/10）（※1）
　※クラスター対策が特に必要と考えられる業種（屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、
　　接待を伴う飲食店）は、上限50万円の上乗せが可能。

③IT導入補助
■ITツール導入による業務効率化等を支援
　【通常枠】補助上限：30～450万円補助率：1/2
　【特別枠】補助上限：30～450万円A類型：2/3、B・C類型3/4（※1）
　ハードウェア（PC、タブレット端末等）のレンタルも対象に

※1「特別枠」のA～C類型及び特別枠対象経費の内容については次ページを参照ください
※2小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者」
であり、常時使用する従業員の数が20人以下（商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）に
属する事業を主たる事業として営む者については5人以下）の事業者

新型コロナの影響を乗り越えるための前向きな投資を後押し！
国の3つの補助金に特別枠・事業再開枠が新設

■各補助事業の公募スケジュール

①ものづくり・商業・
　サービス補助

②持続化補助

③IT導入補助

通常枠・特別枠共通：
公募中、申請締切8月3日（月）17時

通常枠：公募中、10月2日（金）当日消印有効
特別枠：公募中、8月7日（金）必着

通常枠・特別枠共通：
公募中、申請締切7月10日（金）17時
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国の3つの補助金に特別枠・
事業再開枠が新設

New! Corolla

【申請要件】
補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること
類型Ａ：サプライチェーンの毀損への対応

顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
（例：部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓）

類型Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム
投資を行うこと
（例：店舗販売からＥＣ販売へのシフト、ＶＲ・オンラインによるサービス提供）

類型Ｃ：テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
（例：ＷＥＢ会議システム、シンクライアントシステム等の導入）

■特別枠の申請要件（3つの補助事業に共通）

●消毒設備（除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等）の購入
●消毒作業の外注、消毒液・アルコール液の購入
●マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入
●清掃作業の外注、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入
●アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入、施工
●換気設備（換気扇、空気清浄機等）の購入、施工
●クリーニングの外注、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入、従業員指導等の
ための専門家活用、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携
帯型アルコール検知器の購入
●ポスター、チラシの外注・印刷費（従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限る）
※消耗品（下線）は、2020年 5月14日以降補助対象期限までに購入及び使用したものに限ります。
なお、「受払簿（任意様式）」等によって、購入日、購入量、使用日、使用量等を管理する必要があります。

■事業再開枠の対象　※特例として、2020年 5月14日以降に発生した経費を遡って申請可能
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青年部活動報告

知
事
に
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に

関
す
る
要
望
書
を
提
出

　
鹿
児
島
商
工
会
議
所
青
年
部
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て

要
望
書
を
作
成
し
、
６
月
１
日
に
三
反
園
訓
知

事
に
手
交
し
た
。

　
要
望
書
は
青
年
部
会
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
、そ
の
声
を
基
に
作
成
さ
れ
た
。

　
青
年
部
の
俣
木
会
長
は
﹁
地
域
社
会
の
健
全

な
発
展
を
図
る
青
年
経
済
人
の
団
体
と
し
て
、

先
頭
に
立
っ
て
地
域
経
済
の
復
旧
を
行
っ
て

い
く
。そ
の
た
め
に
多
く
の
事
業
者
の
意
見
を

集
め
、要
望
書
を
提
出
し
た
。﹂と
話
し
た
。

　
受
け
取
っ
た
三
反
園
知
事
は
﹁
観
光
業
や
飲

食
店
を
は
じ
め
、
多
く
の
事
業
者
が
影
響
を
受

け
て
い
る
。こ
れ
か
ら
経
済
を
活
性
化
す
る
た

め
の
様
々
な
施
策
を
実
施
し
て
い
く
。﹂
と

語
っ
た
。

〈
鹿
児
島
商
工
会
議
所
青
年
部
〉

6 1
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かごしま検定のご案内

か
ご
し
ま
検
定
36
名
が
挑
戦
！

　
当
商
工
会
議
所
は
５
月
31
日
、
か
ご
し
ま
検

定
試
験
の
マ
ス
タ
ー︵
標
準
ク
ラ
ス
︶、
シ
ニ
ア

マ
ス
タ
ー
︵
上
位
ク
ラ
ス
︶、
グ
ラ
ン
ド
マ
ス

タ
ー︵
最
上
位
ク
ラ
ス
︶３
階
級
の
試
験
を
、
県

内
の
会
場
の
み
で
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
を
徹
底
し
実
施
し
た
。

　
受
験
者
は
学
生
や
金
融
・
観
光
関
連
業
界

を
は
じ
め
と
し
た
幅
広
い
業
種
に
亘
り
、
３
階

級
合
わ
せ
て
36
名
が
、
自
然
や
歴
史
、
文
化
な

ど
５
分
野
か
ら
の
問
題
に
挑
戦
し
た
。

5 31

【
か
ご
し
ま
検
定
と
は
？
】

　
か
ご
し
ま
検
定
は
、
県
内
外
を
問
わ
ず
多

く
の
方
々
が
鹿
児
島
へ
の
関
心
を
持
つ

き
っ
か
け
を
つ
く
り
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を

実
感
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
当
商

工
会
議
所
が
独
自
に
実
施
し
て
い
る
検
定

で
す
。

　
取
得
を
目
指
し
て
勉
強
す
る
こ
と
で
、
鹿

児
島
の
良
さ
や
、
深
い
歴
史
、
地
域
の
特
徴

な
ど
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
観

光
関
連
産
業
な
ど
に
必
要
な
知
識
を
習
得

で
き
ま
す令和2年9月9日(水)

マスター10：00～、
シニアマスター13：30～

マスター　　　　　3,300円(税込)
シニアマスター　　3,300円(税込)

県内8地域と東京・大阪の10箇所
※申込みの際に希望受験地をご記入
　ください。

令和2年7月6日(月)～8月12日(水)

銀行振込または窓口でのお申込み

※9月の検定試験は、マスター試験、
　シニアマスター試験のみの実施となります。

今後のスケジュール

日　　時

申込期間

受 験 料

受 験 地

申込方法

【お申し込み・お問い合わせ】
産業振興部
　TEL：099-225-9540 FAX：099-227-1977
　 Mail:shinkou@road.ocn.ne.jp

公式テキストブック(改訂版)、
過去問題集(マスター試験対応)、好評販売中！
県内の主要書店、当商工会議所にて販売しております。

公式テキストブック
価格2,000円(税抜)

過去問題集
価格1,500円(税抜)

か
ご
し
ま
検
定

〜
鹿
児
島
観
光
・
文
化
検
定
〜

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、
　中止になる場合もあります。ご了承ください。



インフォメーション

オリジナル扇子

　2020年７月18日(土)、19日(日)の開催に向け、準備を進めておりました「令和2年度おぎおんさぁ」
につきましては、新型コロナウイルスの感染防止のため、宵祭・本祭、その他関連イベントの中止を決定
致しました。
　おぎおんさぁを楽しみにしていた皆様や開催にご協力いただいております皆様にはご迷惑をお掛け
致しますが、何卒ご理解いただき、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

令和2年度おぎおんさぁの
開催中止について

｢おぎおんさぁ｣扇子 限定販売します！
「おぎおんさぁ」の公式記念扇子は作成済みのため、数量限定販売を行っています。
記念品や贈答品としてお買い求めください。販売場所は、鹿児島商工会議所13階となります。

◆お問い合わせ
鹿児島おぎおんさぁ振興会事務局(鹿児島商工会議所内)TEL 099(225)9533

販 売 額：1本1,000円（税込）
販売期間：6月1日（月）～なくなり次第終了します。

おもて う ら

18アイム 2020.7
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インフォメーション
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昨
今
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型
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ス
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児
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務
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：

鹿
児
島
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、
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ト
﹁
き
ば
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マ
﹂
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開
設
し
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本
サ
イ
ト
は
、
新
型
コ
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ナ
ウ
イ
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響
で
消
費
が
落
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食
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緊
急
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済
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地
域
事
業
者
へ
の
購
買
支
援

の
輪
を
広
げ
て
頂
け
る
よ
う
お
願
い
致
し

た
い
。

【
お
問
合
せ
先
】

　
﹁
き
ば
っ
ど
！
カ
ゴ
シ
マ
﹂

　
　
　
　
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
務
局

　
・e-m

a
il:in

fo
@
k
ib
a
d
d
o
.jp

　
・
営
業
時
間

：

平
日
９

：

00
〜
17

：

00

地
産
品
消
費
促
進
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

「
き
ば
っ
ど
！
カ
ゴ
シ
マ
」Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｎ

九
商
連
観
光
委
員
会

要
望
書
提
出

日
　
時
　
令
和
２
年
６
月
19
日
︵
金
︶

提
出
先
　
自
由
民
主
党
役
員

　
　
　
　
関
係
中
央
省
庁
大
臣

　
九
州
商
工
会
議
所
連
合
会
観
光
委
員
会

︵
委
員
長

：

岩
崎
芳
太
郎
鹿
児
島
商
工
会

議
所
会
頭
︶
は
、
九
州
商
工
会
議
所
連
合

会
︵
会
長

：

藤
永
憲
一
福
岡
商
工
会
議
所

会
頭
︶
と
の
連
名
で
、
６
月
19
日
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
伴
う
観
光

産
業
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
、
田
端
観

光
庁
長
官
、
西
村
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
、

自
由
民
主
党
二
階
幹
事
長
、
森
山
国
対
委

員
長
等
に
要
望
し
た
。

　
今
回
の
要
望
で
は
、
持
続
化
給
付
金
の

拡
充
や
休
業
補
償
制
度
の
創
設
等
の
他
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
る

休
業
要
請
や
需
要
の
減
少
に
よ
っ
て
大
き

な
影
響
を
受
け
た
、
観
光
産
業
へ
の
支
援

に
特
化
し
た
要
望
を
行
っ
て
い
る
。

　
岩
崎
委
員
長
よ
り
、
G
o
t
o
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
に
関
し
て
﹁
制
度
設
計
が
で
き
事

業
委
託
先
の
公
募
が
始
ま
っ
た
が
、
期
間

延
長
や
需
要
の
多
い
年
始
年
末
を
対
象
外

と
す
る
な
ど
、
実
情
に
即
し
た
事
業
を
展

開
し
て
欲
し
い
﹂
と
そ
れ
ぞ
れ
に
要
望
し

た
と
こ
ろ
、
大
臣
や
長
官
よ
り
﹁
事
業
進

捗
管
理
を
行
い
な
が
ら
、
各
観
光
地
に
効

果
が
及
ぶ
よ
う
に
し
た
い
﹂
と
回
答
が
得

ら
れ
た
。

▲本サイトのチラシ

自由民主党　二階幹事長

内閣府　西村特命担当大臣

アクセスはこちら
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インフォメーション

特定商工業者の皆さまへ
令和2年度　法定負担金納入のお願い

法定負担金に関する
お問い合わせ

企業支援課　TEL：099-225-9522

令和2年7月31日(金)

令和2年9月1日(火)

請求書での納入期限

口座振替の予定日

≪「特定商工業者制度」について≫
■商工会議所法には、その地域の商工業者
の実態を把握することを目的とする「特
定商工業者制度」が設けられており、一定
規模以上の事業所には、その内容の登録
（法定台帳の提出）と経費負担(負担金の納
入)のご協力をいただいております。

■商工会議所は、ご提出いただいた法定台
帳を整理して、全国からの商取引に関す
る照会や斡旋に活用するなど、地域商工
業の振興・発展に資する基礎資料として
管理・運用しています。

≪特定商工業者とは≫
■毎年4月1日現在で、鹿児島市内（谷山、吉
田、郡山、松元、喜入、桜島の一部を除く）
に本支店、営業所、出張所、事務所、工場な
どを設置してから6ヶ月以上経過してい
る商工業者のうち、次の①、②いずれかに
該当する事業所です。
①資本金または払込済出資総額が300
万円以上
②当商工会議所の地区内(鹿児島市内)の
営業所等で常時使用する従業員の数が
20人（商業またはサービス業の事業所
については5人）以上
※パート、アルバイト、個人事業主、家
族従業員、会社役員などを含む

≪法定負担金について≫
■特定商工業者に該当する皆さまには、法
定台帳の作成、管理などの経費に充当す
る法定負担金（年間2,500円）の請求書
を6月上旬に郵送しておりますので、恐
縮ではございますが7月31日までにご
納入賜りますよう、お願い申し上げます。

■口座振替でご納入頂いている皆さま
には、7月下旬にご案内を郵送致します。
新しく口座振替をご希望の方、口座変更
をご希望の方には、事前に口座振替申出
書をお送り致しますので、ご連絡くださ
い。
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